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 （国税庁 ８実２） 

 

 
 

実績目標の内容及び
目標設定の考え方 

国税庁は、酒類業の所管官庁として、人口減少社会の到来、国民の健康や安全性

に対する意識の高まり、生活様式の多様化といった酒類業を取り巻く環境の変化を

踏まえつつ、消費者や酒類産業全体を展望した総合的な視点に立った施策を実施し

ます。 

また、酒税の適正･公平な課税の実現はもとより、酒類業の健全な発達に向け

て、適切な法執行の確保に取り組みます。さらに、酒類業界の課題やニーズ等を把

握し、関係省庁･機関等と連携･協調しつつ、酒類業の振興の強化に取り組むなど、

積極的に役割を果たします。 

酒類業の振興に当たっては、官民の適切な役割分担の下、事業者や業界団体等が

創意工夫を発揮して意欲的な取組が行われるよう、サポートや環境整備に取り組む

とともに、制度改善や外国政府との交渉等、民間では対応できない課題に対して適

切に対応を図ります。また、独立行政法人酒類総合研究所（用語集参照）とも連携

しつつ、酒類の安全性の確保と品質水準の向上、酒類製造業者の技術力の強化に取

り組みます。さらに、中小企業の経営基盤の安定に配意し、酒類業者の経営改善等

に向けた取組を実施します。 

農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」（令和７年

４月11日閣議決定）において、2030年の輸出額目標が５兆円と設定されました。日

本産酒類については、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（令和２年12月15

日農林水産業・地域の活力創造本部決定、令和７年５月30日最終改訂）において、

清酒、ウイスキー及び本格焼酎・泡盛の３品目が輸出重点品目とされており、重点

的に取り組むターゲット国・地域（注）が定められていることを踏まえ、日本産酒類

の一層の輸出拡大を図るため、認知度向上や販路拡大支援等に積極的に取り組みま

す。 

適切な法執行の確保については、酒類の公正な取引環境の整備に取り組むととも

に、20歳未満の者の飲酒防止対策等の推進や酒類に係る資源の有効な利用の確保と

いった社会的要請に対する取組も実施します。 

 
（注）ターゲット国・地域 

  清酒     ：中国、米国、香港、韓国、ＥＵ・英国、台湾、シンガポール 

（「その他」の国・地域として東南アジア、中南米等含む） 

  ウイスキー  ：ＥＵ・英国、米国、中国、台湾 

（「その他」の国・地域として東南アジア等含む） 

 本格焼酎・泡盛：中国、米国、台湾 

（「その他」の国・地域としてブラジル、東南アジア等含む） 

 

上記の「実績目標（大）」を達成するための「施策」 

 

実 2-1：日本産酒類の輸出促進の取組 

実 2-2：酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 

実 2-3：酒類の公正な取引環境の整備 

実 2-4：構造・経営戦略上の問題への対応 

実 2-5：独立行政法人酒類総合研究所との連携 

実 2-6：20 歳未満の者の飲酒防止対策等の推進 

実 2-7：酒類に係る資源の有効な利用の確保 

 

○ 実績目標(大)２：酒類業の健全な発達の促進 
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関連する内閣の基本方針等 

〇「『強い経済』を実現する総合経済対策」（令和７年11月21日閣議決定） 

○「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定） 

○「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」（令和７

年６月13日） 

○「地方創生2.0基本構想」(令和７年６月13日閣議決定) 

○「地方創生に関する総合戦略」（令和７年12月23日閣議決定） 

○「知的財産推進計画2025」（令和７年６月３日知的財産戦略本部決定） 

○「観光立国推進基本計画」（令和８年３月27日閣議決定） 

○「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針」（令和２年４月３

日農林水産物・食品輸出本部決定、令和７年６月17日最終改正） 

○「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画」（令和８年３月19

日農林水産物・食品輸出本部決定） 

○「食料・農業・農村基本計画」（令和７年４月11日閣議決定） 

○「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（令和２年12月15日農林水産

業・地域の活力創造本部決定、令和７年５月30日最終改訂） 

○「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」（令和２年12月８日ＴＰＰ等総合対策

本部決定） 

○「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25年12月10日農林水産業・

地域の活力創造本部決定、令和４年６月21日最終改訂） 

○「アルコール健康障害対策推進基本計画」（令和８年３月27日閣議決定） 
  

  

施策 実2-1：日本産酒類の輸出促進の取組 

取組内容 

農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」（令和７年４月11日閣

議決定）において、2030年の輸出額目標が５兆円と設定されるとともに、「農林水産物・食品

の輸出拡大実行戦略」（令和２年12月15日農林水産業・地域の活力創造本部決定、令和７年５

月30日最終改訂）に定める輸出重点品目それぞれについて、重点的に取り組むターゲット国・

地域ごとの2030年の輸出額目標が定められました。 

日本産酒類については、清酒、ウイスキー及び本格焼酎・泡盛の３品目が輸出重点品目とさ

れるとともに、今後の輸出増のポテンシャルが高い国・地域もターゲット国・地域として輸出

の多角化を図ることとされています。 

政府目標等も踏まえ、日本産酒類の一層の輸出拡大に向けた認知度向上や販路拡大支援等に

積極的に取り組みます。 

また、関係省庁・機関等とも連携して、国際交渉を通じた関税や輸入規制の撤廃等に取り組

みます。 

さらに、令和６年12月に日本の「伝統的酒造り」（用語集参照）がユネスコ無形文化遺産に

登録されたことも追い風に、インバウンドに対する日本産酒類の魅力発信に取り組みます。 

〇参考指標１「酒類の輸出金額（酒類別含む）」 
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定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-1：海外
販路開拓支援事業
に参加した国内事
業者等の満足度 
［新］ 

（単位：％） 

会計年度 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

目標値 - - - - 80 

実績値 89.2 89.4 89.0 79.7  

（出所）課税部酒類業振興・輸出促進室調 

（注１）数値はアンケート調査において、「非常に満足」から「全く満足していない」の５段階評価で上位評価

（「非常に満足」又は「やや満足」）を得た割合です。 

（注２）令和８事務年度におけるアンケート調査の概要は、P74に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類事業者の海外販路開拓を支援するため、日本産酒類輸出促進コンソーシアム（用語集参照）を

通じ、酒類製造者と輸出商社・卸売業者とのマッチング支援や酒類専門家による個別相談等、様々な

支援メニューを提供しています。また、海外で開催される大規模展示会への出展支援や海外バイヤー

の日本への招聘により、商品プロモーションや商談の機会を提供するほか、「農林水産物・食品の輸

出拡大実行戦略」（令和２年12月15日農林水産業・地域の活力創造本部決定、令和７年５月30日最終

改訂）に定めるターゲット国・地域や日本産酒類の更なる流通が期待できる国・地域に酒類輸出コー

ディネーター（用語集参照）を配置し、海外バイヤーとの商談会や現地の市場動向等の情報提供を行

っています。 

事業に参加した国内事業者等の満足度を測定するため、アンケート調査における評価を指標として

設定しているところ、令和８年度においては、米国関税措置の影響を受けた酒類事業者の輸出先国・

地域の多角化支援や、酒類事業者のニーズを踏まえつつ、各種事業に取り組むこととしており、日本

産酒類の認知度や商談の困難度が国ごとに異なること等を踏まえ、目標値を80％に設定しました。 

○参考指標２「展示会等参加事業者数及びセミナー参加事業者数」［新］ 

○参考指標３「商談機会を提供した海外都市数」 

○参考指標４「商談成立（見込）割合」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-2：国際的
プロモーション事
業に参加した者の
日本産酒類に対す
る態度変容［新］ 

（単位：％） 

会計年度 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

目標値 - - - - 90 

実績値 - - - -  

（出所）課税部酒類業振興・輸出促進室調 
（注１）数値はアンケート調査において、「とても高まった」から「まったく高まらなかった」の４段階評価で上位

評価（「とても高まった」又は「ある程度高まった」）を得た割合です。 
（注２）令和８事務年度におけるアンケート調査の概要は、P74に記載しています。 
 

（目標値の設定の根拠） 

日本産酒類の輸出拡大のためには、酒類事業者による海外販路開拓に加え、日本産酒類の海外での

認知度向上を通じた需要創出、消費拡大が重要です。この観点から、特に一般消費者への認知度向上

を目的としたプロモーションやイベントを実施しています。海外での認知度向上は、海外需要を増や

すのみならず、日本産酒類の国際的な評価が高まることを通じ、国内での価値の再認識や日本産酒類

に親しみのなかった層への訴求につながることも期待されます。 

 事業に参加した者の日本産酒類に対する態度変容（参加前後での興味関心や購入意向の向上）を測

定するため、アンケート調査における評価を指標として設定しているところ、令和８年度において

は、レストランでの日本産酒類とのペアリングを通じたプロモーション等に取り組むこととしてお

り、事業の重要性を踏まえ、目標値を90％に設定しました。 

○参考指標５「国際的プロモーション事業への参加者数」［新］ 
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定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-3：日本産
酒類ブランド化推
進事業に参加した
者の日本産酒類に 
対する態度変容
［新］ 

（単位：％） 

会計年度 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

目標値 - - - - 90 

実績値 - - - -  

（出所）課税部酒類業振興・輸出促進室調 
（注１）数値はアンケート調査において、「とても高まった」から「まったく高まらなかった」の４段階評価で上位

評価（「とても高まった」又は「ある程度高まった」）を得た割合です。 
（注２）令和８事務年度におけるアンケート調査の概要は、P74に記載しています。 
 

（目標値の設定の根拠） 

日本産酒類の国内需要は長期的に減少傾向にあるところ、市場の需要を掘り起こすには、酒類事業

者による高付加価値化等の取組により、消費者への訴求力を持ち、新たな需要を喚起する製品が生み

出される必要がありますが、その方策の一つとして、酒類の地理的表示（ＧＩ）制度（用語集参照）

の活用が考えられます。 

地理的表示（以下「ＧＩ」といいます。）は、酒類の地域ブランド化を促進し、国内外における当

該酒類の認知度向上を図る上で有用なツールとなりますが、より当該制度の実効性を高めるために

は、ＧＩを活用して酒類の高付加価値化を進める産地や酒類事業者による主体的な取組が重要となり

ます。 

事業に参加した者の日本産酒類に対する態度変容（参加前後での興味・関心や購入意向の向上）を

測定するため、アンケート調査における評価を指標として設定しているところ、令和８年度において

は、ＧＩの産地や酒類事業者の取組を後押しするため、ＧＩに関するシンポジウム等を開催し、その

認知度向上を図るとともに、ＧＩを活用した商談機会の提供等による支援を行うこととしており、事

業の重要性を踏まえ、目標値を90％に設定しました。 

○参考指標６「酒類の地理的表示の指定地域数」［新］ 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-4：酒類
事業者向け補助
金に係る事業Ｋ
ＰＩ及び目標の
達成割合［新］ 

（単位：％） 

会計年度 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

事業ＫＰＩの達成割合 
目標値 80 80 80 80 80 

実績値 72.4 80.1 88.4 92.0  

目標の達成割合 
目標値 80 80 80 80 80 

実績値 73.5 79.7 77.6 86.4  

（出所）課税部酒類業振興・輸出促進室調 
 

（目標値の設定の根拠） 

酒類の国内需要が長期的に減少傾向にあり、これまでの取組を継続するだけでは今後の需要の回

復・拡大が見込めない中で、酒類事業者には、従来型の商品の開発・製造・販売等の方法にとらわれ

ず、新たな商品・サービスの創造、新たな市場の開拓に取り組み、経営改革や酒類業界の構造転換を

推進していくことが求められています。また、日本産酒類の輸出額は近年伸長しているものの、依然

として世界の酒類市場のわずか0.1％にも満たない規模にとどまっていることに鑑みれば、日本産酒類

の認知度向上及び販路拡大等を通じた海外市場の一層の開拓は、酒類業の更なる発展のために必要不

可欠な取組です。 

令和８年度においては、補助事業として、酒類事業者による日本産酒類のブランディング、インバ

ウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取

組を支援することとしています。 

これらの取組について、以下の指標を設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえて設定し

ました。 
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施策 実2-2：酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 

取組内容 

酒類の生産から消費までの全ての段階における酒類の安全性の確保と品質水準の向上を図

り、消費者に安全で良質な酒類が提供できるよう以下の取組を行います。 

 

１．酒類製造業者への指導・相談 

  (1) 全国市販酒類調査 

      消費者が購入する段階である小売販売場から市販酒類を買い上げ、添加物などの安全性

に係る成分、品質及び表示事項を調査し、その結果を酒類製造業者への技術指導に活用す

るとともに消費者に情報提供します。 

  (2) 酒類製造業者の製造工程の改善に関する指導・相談 

      全国市販酒類調査の結果等を踏まえ、酒類製造業者に対し製造工程の改善や酒類の安全

性に関する技術指導・相談を実施します。 

      なお、製造工程の改善に関する相談については、酒類製造業者から把握したニーズや技

術相談に係るアンケート調査の結果を踏まえつつ、品質評価結果や理化学的根拠に基づき

助言を行うなど、相談事務の質の向上を図ります。 

① 補助事業者が補助金交付申請時に設定する事業ＫＰＩについて、補助事業実施年度末に達成し 

た採択事業者の割合が80％以上（事業ＫＰＩの達成割合） 

② 補助事業者が補助事業期間終了後に評価を行う「目標の達成度」について、ＡＢＣの３段階評

価のうちＡ評価（評価できる）割合が80％以上（目標の達成割合） 

○参考指標７「酒類事業者向け補助金交付決定件数」 

定性的な測定指標 

 実2-1-B-1：日本産酒類の輸出促進のための効果的・効率的な取組 

（令和８事務年度目標） 

日本産酒類の輸出促進のための取組については、事業者ニーズを踏まえつつ、関係省庁やジェト

ロ・ＪＦＯＯＤＯ（用語集参照）、業界団体等の関係機関との連携も図りながら、酒類業界の状況に

即した必要な支援を行うとともに、柔軟な対応に努めます。 
具体的には、事業者ニーズを的確に把握し、関係省庁・関係機関と十分な情報共有や意見交換を行

った上で、共同での事業実施や関係省庁・関係機関が有するネットワーク等を活用した効果的な事業

の実施に努めます。 

また、関係省庁と連携し、国際交渉を通じた関税や輸入規制の撤廃等に向けた取組を実施します。 

さらに、令和６年12月に日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも追い

風に、インバウンドに対する日本産酒類の魅力発信に取り組みます。 
（目標の設定の根拠） 

各種事業については、事業者ニーズ等を的確に捉えるとともに、関係省庁・関係機関と緊密に連携

して実施することが重要であり、また、インバウンドによる酒類の消費は、酒類事業者に直接的な利

益をもたらすなどインバウンド需要の増大と輸出拡大の好循環という相乗効果も期待できることから

目標として設定しています。 
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２．酒類の安全性の確保及び酒類業者のコンプライアンスの維持・向上 

 (1) 酒類の成分の実態把握等 

      国内外において取り上げられている酒類の安全性に係る成分について実態把握を行うほ

か、福島第一原子力発電所の事故を受け、放射性物質に関する調査を実施し、その情報を

提供します。 

      また、食品の成分等に関する国際規格を定めているコーデックス委員会（用語集参照）

において、近年、酒類の安全性に係る成分についても多岐にわたって取り上げられている

ことから、酒類に関係する規格等の策定に参画します。 

  (2) 酒類業者に対する表示事項確認調査等 

      消費者が安心して酒類を購入できるように、酒類業者に対して、酒税の保全及び酒類業

組合等に関する法律（以下「酒類業組合法」といいます。）に基づく酒類の表示義務事項

及び表示基準に基づく記載事項について講習会等において周知・啓発等を行うとともに、

表示事項確認調査や全国市販酒類調査を実施し、適正な表示がなされていない場合には、

是正指導を行います。 

      また、酒類業者に対して、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関

する法律」に基づく記帳義務や清酒等に係る原料米の産地情報伝達義務の履行状況につい

て確認調査を実施し、適正に履行されていない場合には、是正指導を行います。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-2-A-1：酒類製造業
者の製造工程の改善に
関する相談の満足度  

（単位：％） 

会計年度 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

目標値 90 90 90 90 90 

実績値 94.1  95.1 95.0 96.9  

（出所）課税部鑑定企画官調 
（注１）数値は、技術相談に関するアンケート調査において、「極めて良かった」から「極めて悪かった」までの７段

階評価で上位評価（「極めて良かった」又は「良かった」）を得た割合です。 

(注２) 令和８事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.74に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類製造業者に対して実施した製造工程の改善や酒類の安全性に関する技術相談の満足度を測定す

るため、相談者に対するアンケート調査の結果を指標として設定しています。目標値は、過去の実績

値を踏まえ、令和７事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「全国市販酒類調査点数」 

○参考指標２「酒類製造業者の製造工程改善に関する指導相談件数」 
  

定性的な測定指標 

 

 

実2-2-B-1：酒類の安全性の確保への対応及び酒類業者のコンプライアンスの維持・向上 

（令和８事務年度目標） 

酒類の安全性の確保のため、酒類の安全性に関する問題を把握した場合には、その原因究明を迅速

に行い再発防止に向けた適切な対応を行うとともに、酒類業者のコンプライアンスの維持・向上を図

るため、酒類の表示に関する指導や講習会での周知等を行います。 

（目標の設定の根拠） 

酒類の安全性に関する問題を把握した酒類については、その原因究明を迅速に行い再発防止に向け

た適切な対応を行うことが酒類の安全性を確保するために重要であり、また、酒類の表示に関する指

導や講習会での周知等を行うことが酒類業者のコンプライアンスの維持・向上を図るために重要であ

ることから目標として設定しています。 

○参考指標３「酒類業組合法に基づき義務付けられた主な表示事項の表示がない酒類の割合」 

○参考指標４「酒類業者に対する表示事項確認調査実施件数」 
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施策 実2-3：酒類の公正な取引環境の整備 

取組内容 

酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、平成18年８月に制定・公表した「酒類

に関する公正な取引のための指針」（用語集参照）や、平成29年３月に制定・公表した「酒類

の公正な取引に関する基準」（用語集参照）（以下「取引基準」といいます。）を酒類業者へ

周知・啓発し、酒類業者の自主的な取組の推進を図ります。 

また、取引基準等に照らし問題があると疑われる場合には、取引状況等実態調査を実施し、

改善を指導するほか、必要に応じて公正取引委員会とも連携しつつ、酒類の公正な取引環境の

整備に取り組みます。 

  なお、取引状況等実態調査において改善を指導した酒類業者に対して、改善状況を確認する

必要がある場合には、フォローアップ調査を実施し、取引の改善を促します。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-3-A-1：酒類の取引
状況等実態調査による
指示・指導事項の改善
割合       (単位：％) 

事務年度 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 100 100 100 N.A.  

（出所）課税部酒税課調 

（注１）数値は、フォローアップ調査を実施した場数のうち、改善指導を行った取引等の全て又は一部が改善された場

数の割合です。 

（注２）令和７事務年度の実績値は、令和７事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類の取引状況等実態調査において指示や指導をした事項が改善されているかを測定するため、そ

の改善割合を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、令和７事務年度計画の

目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「酒類業者に対する酒類の取引状況等実態調査件数」 

○参考指標２「酒類の公正な取引に関する基準に基づく指示及び指導件数」 

〇参考指標３「フォローアップ調査の実施状況」 
  

施策 実 2-4：構造・経営戦略上の問題への対応 

取組内容 

中小企業が大半を占める酒類業界が社会経済情勢の変化に適切に対応できるよう、業界団体

が実施する各種の取組を支援していくとともに、中小企業診断士等の専門家を講師とした研修

の開催、融資制度や補助金等の中小企業支援施策等の情報提供、中小企業等経営強化法に定め

る経営力向上計画の作成支援等を実施します。 

酒類業者向けの研修については、酒類業界の状況や課題等を踏まえ、経営管理、マーケティ

ング、ブランド化のほか、海外展開、知的財産等を内容とする研修を実施することにより、酒

類業者の経営改善に向けた自主的な取組を支援します。 

また、日本酒造組合中央会（用語集参照）では、清酒製造業及び単式蒸留焼酎（用語集参

照）製造業の近代化に資するため、「清酒製造業等の安定に関する特別措置法」に基づき、国

内外に対する清酒及び単式蒸留焼酎の振興のための取組を行っています。当該事業について

は、補助金の交付によりその活動を支援します。 

定性的な測定指標 

 
[主要] 実2-4-B-1：構造・経営戦略上の問題への対応 

（令和８事務年度目標） 

業界団体が実施する酒類業者の経営改善のための各種取組については、団体側とも十分に意見交

換を行いつつ、適切に支援を実施します。 

また、酒類業者に対して、酒類業界の状況や課題を踏まえた有効な研修を企画・実施するととも

に、中小企業支援施策等の情報提供や中小企業等経営力強化法に定める経営力向上計画の作成支援
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等について、酒類業者の状況等を踏まえ適切に実施します。業界動向の把握・分析に努め、結果の

情報提供を行います。 

日本酒造組合中央会の近代化支援事業については、制度の趣旨を踏まえた適切な補助金の執行を

確保します。 

（目標の設定の根拠） 

中小企業が多数を占める酒類業界においては、有用な情報提供や研修等の各種取組により、酒類

業者の経営改善に向けた自主的な取組を支援していくことが重要であることから目標として設定し

ています。 

○参考指標１「経営活性化研修の開催回数・参加人数」 
  

施策 実 2-5：独立行政法人酒類総合研究所との連携 

取組内容 

酒類は、原料・製造方法等によりその品目及び税率が定められていることから、酒類の適正

課税や適正表示を確保するための分析・鑑定を実施する必要があるほか、その安全性を確保す

るためにも分析を実施する必要があります。これらのうち、国税局で実施できない高度な分

析・鑑定について、独立行政法人酒類総合研究所と連携して実施します。 

また、酒類の品質水準の向上への対応及び酒類製造業者の技術力の維持強化の支援のため、

国税局で実施する酒類の品質評価会や研究会等への審査員や講師の派遣を依頼するほか、その

研究成果を講習会資料の作成に活用するなど、独立行政法人酒類総合研究所と連携した取組を

実施します。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-5-B-1：独立行政法人酒類総合研究所との連携による支援 

（令和８事務年度目標） 

酒類の適正課税や適正表示の確保、品質・安全性の確保並びに酒類製造業者の技術力の維持強化の

ための支援等に独立行政法人酒類総合研究所と連携して効果的に取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

独立行政法人酒類総合研究所は、酒類に関する高度な分析・鑑定や酒類及び酒類業に関する研究、

調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業

の健全な発達を図ることを目的としています。当該研究所と連携することは、高度な分析・鑑定、安

全性の確保と品質水準の向上を図ること及び酒類製造業者の技術力の維持強化の支援等の実施のため

に重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「国税庁から独立行政法人酒類総合研究所に対する依頼分析点数」 

○参考指標２「独立行政法人酒類総合研究所からの審査員・講師派遣件数」 
  

施策 実 2-6：20 歳未満の者の飲酒防止対策等の推進 

取組内容 

20歳未満の者の飲酒防止等の社会的要請に対応するため、酒類販売管理研修実施団体に対し

て適切な酒類販売管理研修の実施について指導します。 

また、酒類販売管理協力員（用語集参照）を通じて酒類小売販売場の情報収集を行うととも

に、酒類の販売管理調査を実施して酒類販売管理者（用語集参照）選任状況や「二十歳未満の

者の飲酒防止に関する表示基準」の履行状況を確認し、問題点が認められた販売場に対して改

善指導を行い、酒類の適正な販売管理の確保を図ります。 

さらに、関係各省庁と連携して全国的な広報啓発活動を行うほか、酒類業界が取り組んでい

る20歳未満飲酒防止キャンペーンや酒類自動販売機撤廃の取組等について支援するなど、国民

の20歳未満の者の飲酒防止に関する意識の高揚等を図ります。 

また、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を目的としたアルコール健康障害

対策基本法に基づき策定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」（令和８年３月27日

閣議決定）を踏まえ、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、

関係各省庁と連携して全国的な広報啓発活動を行うほか、不適切な飲酒の誘引を防止するため
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の酒類業界の自主的な取組が促進されるよう支援していきます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-6-B-1：20歳未満の者の飲酒防止対策等の推進の取組 

（令和８事務年度目標） 

20歳未満の者の飲酒防止等を推進するため、酒類の適正な販売管理の確保を図るほか、広報啓発活

動や酒類業界の取組の支援等を行います。 

（目標の設定の根拠） 

社会的要請に対応し、酒類の適正な販売管理体制の整備に取り組むとともに、広報啓発活動を行う

ことは、20歳未満の者の飲酒防止等を推進するために重要であることから目標として設定していま

す。 

○参考指標１「酒類販売管理協力員による酒類販売場の確認場数」 

○参考指標２「酒類販売管理調査場数」 

○参考指標３「酒類自動販売機の設置状況」 
  

施策 実 2-7：酒類に係る資源の有効な利用の確保 

取組内容 

酒類業者や消費者に対する酒類容器のリサイクルや酒類の製造過程において発生する食品廃

棄物の発生抑制等への取組の一層の推進について、10月の「リデュース・リユース・リサイク

ル推進月間（用語集参照）」等において、酒類業団体等を通じて周知・啓発を行います。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-7-B-1：酒類に係る資源の有効な利用の確保への対応 

（令和８事務年度目標） 

地球規模の環境問題に関し、酒類容器のリサイクルや食品廃棄物の発生抑制等について、酒類業者

の自主的な取組が促進されるよう、酒類業の事業所管庁として周知・啓発活動を行います。 

（目標の設定の根拠） 

酒類容器のリサイクル等についての周知・啓発活動を行うことは、社会的要請に対応し、酒類に係

る資源の有効な利用を確保するために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「酒類業組合等に対する行政施策の説明回数」 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

日本産酒類の輸出促進の取組として、実 2-1-A-1（日本産酒類の輸出促進のための新規販路の開拓支

援）を設定し、商談機会である展示会等に参加した酒類事業者数及び日本産酒類輸出促進コンソーシアム

開催のセミナーに参加した酒類事業者数を測定指標として評価しておりましたが、より事業内容を踏まえ

た指標を設定することが望ましいと考えられたため見直しを行いました。 

また、実 2-1-A-2（日本産酒類の輸出促進のための中長期観点からの支援）については、「主な取組類

型の実施割合」を測定指標として設定し、主な取組類型に該当する事業を実施したか否かによって測定し

ていましたが、近年は継続的に事業を実施できていることから、実 2-1-A-1 も含めたところで全体的に定

量的測定指標の見直しを行いました。 

見直しの結果、これまでの実2-1-A-1と実2-1-A-2に替えて、実2-1-A-1（海外販路開拓支援事業に参加し

た国内事業者等の満足度）、実2-1-A-2（国際的プロモーション事業に参加した者の日本産酒類に対する態

度変容）、実2-1-A-3（日本産酒類ブランド化推進事業に参加した者の日本産酒類に対する態度変容）、実

2-1-A-4（酒類事業者向け補助金に係る事業ＫＰＩ及び目標の達成割合）を設定することとしました。 

引き続き、日本産酒類の一層の輸出拡大を図るため、認知度向上や販路拡大支援等に積極的に取り組んで

まいります。 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 
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実績目標に係る予算額 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 

酒類業の健全な発達の促進に

必要な経費         （千円） 3,152,093 3,494,942 4,933,155 2,216,561  

 

日本産酒類の競争力強化・

海外展開推進事業 

（千円） 

1,200,273 1,350,497 1,629,549 814,931 001364 

清酒製造業近代化事業費等

補助金         （千円） 620,130 813,164 1,775,598 767,434 001365 

酒類業振興支援事業 

（千円） 
－ 1,301,695 1,501,732 601,725 018556 

新市場開拓支援事業 

（千円） 
600,000 － － － 001831 

日本産酒類海外展開支援事

業           （千円） 701,695 － － － 001421 

独立行政法人酒類総合研究所

運営費交付金に必要な経費  

（千円） 
1,190,170 1,020,691 1,165,223 1,016,868  

 
独立行政法人酒類総合研究

所運営費交付金 

（千円） 

1,190,170 1,020,691 1,165,223 1,016,868 001367 

独立行政法人酒類総合研究所

施設整備に必要な経費 

             （千円） 

130,000 133,397 145,978 －  

 
独立行政法人酒類総合研究

所施設整備費補助金 

     （千円） 
130,000 133,397 145,978 － 002598 

合 計（千円） 4,472,263 4,649,030 6,244,356 3,233,429  

  

 
 

担当部局等 
長官官房（会計課）、課税部（酒税課、酒類業

振興・輸出促進室、鑑定企画官） 
実績評価実施予定時期 令和９年 10 月 


